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地元中小事業者の事業の継続を下支えすると共に、各々の実情に応じた感染症対策の取り

組み等を応援するため、国の地方創生臨時交付金を活用し、売上が大きく減少したことで国

または県の支援金の交付を受けた地元中小事業者に対して、市が独自に１０万円を交付する

「事業継続支援金事業」を実施します。 

市では、これまでも感染症拡大の影響を受けた地元中小事業者に支援金を交付する「事業

継続支援金事業」を独自に創設し、対象要件等を工夫しながら４度にわたり実施してきまし

た。今回は、県により類似制度（千葉県中小企業等事業継続支援金）が創設されたことや、

国から地方創生臨時交付金（事業者支援分）を活用した支援の方向性等が示されたこと等を

踏まえ、国または県の支援金の交付を受けた事業者に上乗せで交付します。 

 

【交付対象者】次のいずれかに該当し、市内に事業所を有する事業者（法人の場合には市内

または隣接市町に本店を有する必要あり） 

①国の月次支援金の交付を受けた事業者（売上５０％以上減少） 

②千葉県中小企業等事業継続支援金の交付を受けた事業者（売上３０％以上減少） 

※医療・調剤薬局・福祉・保育のサービスを主に提供する事業所を対象とする場合は、本

店の場所は問いません。 

【交 付 額】１事業者につき１０万円（一度限り） 

【申請受付開始】令和３年１０月２８日（木） 

【申請の締切り】令和４年 ２月１５日（火） ※書類必着 

【申請書の入手方法】 

①市ホームページからダウンロード 

②商工会から送付（会員のみ） 

③市に電話して取り寄せ 

【 予 算 】１０月２６日予算案可決 

○事業継続支援金として４，５００万円（４５０事業者を想定） 

※令和２年度には２億２，１８０万円を交付済み 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】我孫子市 環境経済部商業観光課 

担当 松澤・大阿久 

取材窓口☎０４－７１８５－１１１１（内線５０５） 

一般窓口☎０４－７１８５－１７３４ 

令和 3年 10月 28日 

記者会見提供資料 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響の長期化に伴う中小事業者支援 

我孫子市事業継続支援金 １０万円を交付 

Abiko city 



【これまでの事業継続支援金】 

１ 事業継続支援金（１～７月） 

（１）制度概要 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が大きく（２０％以上）減少したものの、５０％

以上減少した月がないため国や県の給付金を受けられない地元中小事業者を対象に、事業の継続を

下支えすると共に、各々の実情に応じた感染症対策の取り組み等を応援するため、国の地方創生臨

時交付金を活用し、我孫子市が独自に最大３０万円の支援金を交付しました。 

（２）申請期間 令和２年５月１５日（公示）～令和２年８月３１日（書類必着） 

（３）交付実績 ２７２件、４，１３０万円 

２ 事業継続支援金（８～１２月） 

（１）制度概要 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が大きく（２０％以上）減少したものの、５０％

以上減少した月がないため国や県の給付金を受けられない地元中小事業者を対象に、事業の継続を

下支えすると共に、各々の実情に応じた感染症対策の取り組み等を応援するため、国の地方創生臨

時交付金を活用し、我孫子市が独自に１０万円の支援金を交付しました。 

（２）申請期間 令和２年１０月２２日（公示）～令和３年２月１日（書類必着） 

（３）交付実績 １２２件、１，２２０万円 

３ 事業継続支援金（飲食店支援金） 

（１）制度概要 

新型コロナウイルス感染症の再拡大による飲食店の事業環境の変化を受け、市内飲食店の事業の

継続と感染症対策を緊急的に支援するため、国の地方創生臨時交付金を活用し、我孫子市が独自に

市内で飲食店を営む中小事業者に１０万円を交付しました。 

（２）申請期間 令和２年１２月２３日（公示）～令和３年２月１日（書類必着） 

（３）交付実績 ２４９件、２，４９０万円 

４ 事業継続支援金（令和３年１～２月） 

（１）制度概要 

緊急事態宣言の再発令と延長により大きな影響を受ける地元中小事業者を対象に、事業の継続を

下支えすると共に、各々の実情に応じた感染症対策の取り組み等を応援するため、国の地方創生臨

時交付金を活用し、我孫子市が独自に１０万円の支援金を交付しました。 

（２）申請期間 令和３年２月１８日（公示）～令和３年３月２２日（消印有効） 

（３）交付実績 １，４３４件、１４，３４０万円 

参考資料 地方創生臨時交付金（事業者支援分）の取扱いに関する国等の通知 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（事業者支援分）における追加交付分の取扱

について（令和３年８月 20日内閣府地方創生推進室事務連絡） 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（事業者支援分）の取扱について（令和３年

４月 30日内閣府地方創生推進室事務連絡） 

・地方創生臨時交付金の活用による事業者支援に関するご協力のお願い（令和３年８月 20日観光庁・

公共交通・物流政策審議官部門） 


